
千曲市スポーツ少年団

第 14回′ヽンドボーrL大会開催要項

1。 目  的  体力の向上、スポニツの理解とマナーの向上を図ると共に、団員相互の交流を深める。

2.主  催  千曲市スポーツ少年団

3.主  管  千曲市スポーツ少年団指導者協議会

4.共  催  千曲市教育委員会 0千曲市体育協会

5。 日  時  平成29年 2月
´19日 (日 )

午前7時 30分   集  合 (更 i直体育館)

7時 50分～  本部表彰式・開会式

(1)開 式

(2)感 謝状・表彰状受賞者表彰

(3)優 勝旗 。優勝杯・準優勝杯返還

(4)主 催者あいさつ

(5)来 賓祝辞

(6)選 手宣誓

(7)競 技上の注意

(8)事 務連絡

(9)閉 式

8時 30分   試合開始

6。 会  場  更lLL体育館

7.チーム編成

Aブロック (主 力選手で構成)

Bブロック (5年生以下で構成)

Cブロック (女 子 で 構 成)

※各ブロックに2チニムまでの参bllと する。

8。 競技規貝」

(1)日本ハンドボール競技規則及び本大会の申し合わせ事項により行う。

※アンケート結果に基づき」クイックハンドボール競技規則は適用しない。

(2)試合方法は、 トーナメント方式とする。

(3)審判は干曲市ハンドボール協会へ依頼する。

(4)競技時間は 前半7分 一 ハーフタイム3分 一 後半7分とする。

(5)試合開始時及び延長戦開始時のスローオフについては、試合開始前 0延長戦開始前にトス (ジ ヤンケ

.ン)により決する。なお、後半については、前半にスローオフを行わなかったチームがスローオフを

行う。



(6)同点の場合は、2分間の休憩を挟み 2分間の延長を行い、それでも決まらない場合は、試合を続行

し (試含を止めない)、 :先に点を入れたチームを勝者とする。

(7)試合中の選手交代は自由にできる。(ただし、キーパこがフィールドプレイヤ■としてプレニする場    ′

含又はその逆の場合の交代は、ハーフタイム時のみとする。) 特別ルール

(8)試合球は、小学生用試含球 (1号球)を使用する。

(9)ボールを掴みやす<するためのマツヤニ、両面テープなどの使用を禁止する。

(ただし、けが予防等のために指や手にテーピングを巻<ことは可とする。)

(10)コートのベンチは抽選番号の若いチームが、オフィシャル席に向かって右倶」とする。

9.メ ンバ‐表提出後のメンバー変更について

・インフルエンザ感染等の疾病や試含中の怪我による欠場者多数で、チニム構成ができな<なった場

合 (出場選手が7人に満たない場合)に限り、同じ国の中で以下のケニスでメンバー変更をするこ

とができる。

・メンバー変更があつた場合には、各試合開始前に各コートのオフイシヤル席に欠場者と変更した選

手の申し出をし、相手チームの監督の承認を得なければならない。

但し、この場合において、一度メンバーから外れた選手についてはどのブロックにおいても復帰す

ることはできない。また、変更した選手については再度変更することはできない。

変更ケ■ス 変更の可否 条件

① Bブロック登録の選手が∧ブロックに異動する 可

② ∧ブロック登録の選手がBブロックに異動する 可 5年生以下の選手に限る

③ Cブロック登録の選手がAも し<は Bブロックに

異動する

可 Bブロックヘの異動は5年生以

下の選手に限る  ・

④ ∧・Bブロックの選手がCブロックに異動する 不可

⑤ 同ブロック内のチームFB5で選手を異動する 可

※国内の選手が不足し、大会当日緊急に合同チーム等を結成して大会に出場する場合は、初戦のみに出場

できることとし、勝利しても勝ち上がれない。なお、ハンドボール競技規貝」では、試合開始時、5名以

上の選手が出場していれば試合は成立する。

10.表  彰

各ブロック1位～3位のまでチームを表彰する。

11。 そ の 他

(1)傷害保険については、各国で加入しているスポーツ傷害保険を適用すること。

(2)メ ンバー表 (別紙)は、大会抽選前に提出すること。

(3)各国、団旗・ プラカードを準備する。

(4)更埴体育館実」道場を解放しますので、準備体操等に使用すること。

(5)試合コート以外でのボールの使用は禁止する。

(ボールを使用した練習は前の試合のハニフタイムに試含コート内にて行うこととする)

(6)会場の上・下履きの区別をキチンとすること。(当 日は下履きを入れる袋を持つて<ること。)

(7)試合開始時間が若干前後することが予想されます。

(8)イ ンフルエンザの流行拡大による大会の開催については、市内の学校の感染者数等の状況をみて、本

部役員及び事務局で判断する。     |


